
県立中学校及び特別支援学校中学部の教科用図書の採択について 

教学指導課 

長野県教科用図書選定審議会の答申に基づき、以下のように採択する。 

 

１ 平成 28～31年度 県立中学校で使用する教科用図書の採択希望一覧 
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２ 平成 28～31年度 特別支援学校中学部で使用する教科用図書の採択希望一覧 
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注１ 知的障害特別支援学校では教育課程の編成・実施の関係上、文部科学省検定済教科書を使用していない。 

注２ 各学校の生徒の実態も勘案して、文部科学省の検定を合格した教科書以外に、「検定教科書以外の文部科学省著作

教科書（点字本等）」及び「学校教育法附則第９条の規定による教科書（一般図書）」の使用が認められている。 

※ 平成 28年度 特別支援学校で使用する一般図書の採択希望 

学校名 種類数 学校名 種類数 学校名 種類数 

長野盲学校 65 松本養護学校 261 諏訪養護学校 315 

松本盲学校 18 上田養護学校 271 花田養護学校 177 

長野ろう学校 19 飯田養護学校 339 稲荷山養護学校 382 

松本ろう学校 4 安曇養護学校 196 若槻養護学校 43 

長野養護学校 346 小諸養護学校 342 寿台養護学校 102 

伊那養護学校 442 飯山養護学校 195 木曽養護学校 107 



注３ 光村は光村図書出版、教出は教育出版、東書は東京書籍、帝国は帝国書院、啓林館は新興出版社啓林館、数研は数研

出版、学図は学校図書、教芸は教育芸術社、日文は日本文教出版、開隆堂は開隆堂出版、大修館は大修館書店、教図は

教育図書、学研は学研教育みらいを表す。 

 

[参考] 教科書採択について（教科書採択の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 市町村(組合)立中学校 ］                 ［ 県立中学校、特別支援学校中学部 ］ 

 

 

 

 

 

 

                            ・県立中学校、特別支援学校は校内調査委員会

で検討       

                                ↓ 

・県立中学校、特別支援学校は県教育委員

会へ採択希望意見表を提出 

                                ↓ 

・県教育委員会事務局内における調査検討 

委員会で検討 

                                ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定のための資料を 

採択地区協議会へ送付(6月) 

 

教科書の採択(～8/31) 
（採択地区協議会の協議結果に 

基づいて採択） 

 

採択された教科書の使用 

（平成 28年 4月～） 

市町村(組合)教育委員会 

調査研究のための資料を 

県立中学校、特別支援学校へ 

送付(6月) 

 

教科書の採択(～8/31) 
 

 

採択された教科書の使用 

（平成 28年 4月～） 

県教育委員会 

 
構成市町村で同一の教科書を採択 

するため協議 

各地区で調査員会を設置し、県の 

調査資料を基に調査・研究 

採択地区協議会(12地区) 

採択基準審議、調査員任命 

調査員による調査･研究 

第1回教科用図書選定審議会(4月)    

 選定資料審議 

第2回教科用図書選定審議会(5月)    

県立中学校、特別支援学校中学部 

の採択希望について審議 

第3回教科用図書選定審議会(8月)    

市町村(組合)立中学校 県立中学校、特別支援学校中学部 


